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令和７年度 第11回 県政モニターアンケート調査結果

○テーマ 「食の安心・安全」について

○調査目的
 県では、「食の安心・安全推進条例」に基づく「第３次鹿児島県食の安心・安全推進基本計画」
に沿って、食の安心・安全の確保をに努めています。
 今回の調査は、今後の県の施策等を検討する上での参考とするために実施しました。

○調査時期 令和８年３月
○調査対象者数 200人
○回答者数 140人 （回答率：70%)

食品を購入する際の判断基準は何ですか。(最大３つ選択）

日常の生活の中で、食に対して不安を感じることがありますか。

食品の生産から流通の中で、特に不安を感じたり信頼できないと感じたりすることは何ですか。(最大３つ選択）

あなたは、県内で食の安心・安全の確保に関する取組が、十分に行われていると感じますか。
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産地（国産や県産など）

鮮度

味

表示（消費・賞味期限やアレルギー表示など）

見た目

名称（ブランド名やマーク類を含む）

簡便性（カット野菜、レトルト食品など）

栽培方法（特別栽培農産物や有機栽培など）

その他
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加工食品の原材料

化学農薬及び化学肥料の使用

残留農薬

食品の製造・加工段階の衛生管理

食品の表示

家畜の各種疾病（高病原性鳥インフルエンザやＢＳＥなど）

予防や治療のために使用される、動物用及び水産用医薬品の使用方法

生産履歴やトレーサビリティ（流通過程を明確にする仕組み）などの信頼性

食品廃棄物の処理

特にない

有毒魚介類等（フグ、貝毒等）の流通
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かごしまの農林水産物認証制度で認証された農林水産物を購入したいと思いますか。

県では、食の安心・安全の確保に向け、消費者、食品関連事業者等を対象としたセミナーを開催しています。
セミナーではどのようなテーマを希望しますか。

  県では、安心・安全の基準に沿って生産された農林水産物を認証する「かごしまの農林水産物認証制度」を設けていますが、この制
度を御存じですか。

 かごしまの農林水産物認証制度で認証された農林水産物には、包材等に右の認証マークまたはK-GAPマークを印刷して販売するこ
とができます。このマークをどちらか一方でもご存じですか。

県では、食の安心・安全の確保に関心のある団体・企業・個人の方を「食の安心・安全推進パートナー」として登録し、情報メールを
配信（２回/月）していますが、どのような情報が欲しいですか。
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食の安心・安全に関するイベント情報

生産者の取組情報（環境保全型農業、有機農業など）
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積極的に購入したい

少々、値段が高くても購入したい

認証品以外の産物と値段が同じか同程度であれば、購入したい

値段が安くても購入しない


